
＊体制加算一覧表（令和６年４月及び６月改正分） 

加算名 
１日あたりの 

自己負担額 
備考 

１ 精神科加算 ６円 基本サービス料金に含まれています。 

２ 個別機能訓練加算（Ⅰ） １３円 個別機能訓練計画を策定し計画的に機能訓練を行っている場合、基本サービス料金に加算されます。 

３ 個別機能訓練加算（Ⅱ） 
２１円     

（月額） 

上記、個別機能訓練計画の内容等についてＬＩＦＥ通じて提出し、その情報を適切かつ有効な機能訓練実施のために活用した場合、１月に所定単

位数を加算する。 

４ 療養食加算 １９円 
医師の発行する食事箋に基づき、糖尿病食、肝臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、通風食、及び特別な場合の検査

食を１日に付き３回を限度として提供した場合、基本サービス料金に加算されます。 

５ 外泊時費用 ２６０円 入所期間中に入院または外泊された場合、１２日以内の期間、基本サービス料金に加算されます。 

６ 初期加算 ３２円 入所後３０日間、基本サービス料金に加算されます。３０日以上の入院後も同様となります。 

７ 看護体制加算（Ⅰ）２ ５円 常勤の看護師を１名以上配置している場合、基本サービス料金に加算されます。 

８ 看護体制加算（Ⅱ）２ ９円 常勤換算で看護職員を４以上配置しており、看護職員により２４時間連絡出来る体制を確保している場合、基本サービス料金に加算されます。 

９ 夜勤職員配置加算 １７円 夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を常勤換算で１人以上上回っている場合、基本サービス料金に加算されます。 

10 ＡＤＬ維持等加算 
６４円      

（月額） 
評価対象者のＡＤＬ利得の平均値が２以上であり、その数値についてＬＩＦＥを通じて提出した場合、１月に所定単位数を加算する。 

11 
サービス提供体制強化加算

（Ⅰ）２ 
１９円 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が６０％以上の場合、基本サービス料金に加算されます。 

12 
サービス提供体制強化加算

（Ⅰ）３ 
７円 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が５０％以上の場合、基本サービス料金に加算されます。 

13 日常生活継続支援加算（Ⅰ） ３８円 

・入所者のうち、要介護度４若しくは５の者が占める割合が７０％以上、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が６５％以上又は社会福祉士及び介

護福祉士法施行規則第１条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入所者の割合が１５％以上のいずれかの要件を満たす場合。 

・介護福祉士を入所者の数が６又はその端数を増すごとに１以上配置していること 

 以上に該当する場合、基本サービス料金に加算されます。（サービス提供強化加算を算定している場合は、算定不可） 



加算名 
１日あたりの 

自己負担額 
備考 

14 栄養マネジメント強化加算 １２円 入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、1日につき所定単位を加算されます。 

15 
褥瘡マネジメント加算

（Ⅰ）・（Ⅱ） 

４円・１４円    

（月額） 
継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合に１月に１回を限度に所定単位数を加算されます。 

16 
排泄支援加算(Ⅰ)・（Ⅱ）・

（Ⅲ） 

１１円・１６円・２

１円（月額） 
継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき所定単位数を加算する。 

17 自立支援促進加算 ２９５円（月額） 継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき所定単位数を加算する 

18 
科学的介護推進体制加算

（Ⅰ）・（Ⅱ） 

４３円・５３円 （月

額） 

入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき所定単位を加算する。 

19 安全対策体制加算 
２１円 

入所初日のみ 
入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位を加算する。 

20 口腔衛生管理加算（Ⅰ）・（Ⅱ） 

９６円・１１６円 

（月額） 
入所者に対して、歯科衛生士が口腔衛生の管理を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき所定単位を加算する。 

21 看取り加算 

７６円 死亡日以前３１日以上４５日以下 

入所者に看取り介護を行った場合 
１５２円 死亡日以前４日以上３０日以下 

７１７円 死亡日の前日及び前々日 

１，３５０円 死亡日 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）   

令和６年５月３１日まで   
施設の体制により算定した単位数の１０００分の８３に相当する単位数 

介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして届出をした指定介護老人福祉施設が、入所者に対して指定介

護老人福祉施設サービスを行なった場合には、令和６年５月３１日までの間、加算されます。 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）  

令和６年５月３１日まで 
施設の体制により算定した単位数の１０００分の２７に相当する単位数 

介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして届出をした指定介護老人福祉施設が、入所者に対して指定

介護老人福祉施設サービスを行なった場合に加算されます。 

介護職員等ベースアップ等加算   

令和６年５月３１日まで 
施設の体制により算定した単位数の１０００分の１６に相当する単位数 

介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして届出をした指定介護老人福祉施設が、入所者に対して指定

介護老人福祉施設サービスを行なった場合に加算されます。 

介護職員等処遇改善加算     

令和６年６月１日より 
施設の体制により算定した単位数の１０００分の１４０に相当する単位数 

介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして届出をした指定介護老人福祉施設が、入所者に対して指定

介護老人福祉施設サービスを行なった場合に加算されます。 

上記の他、施設の体制により加算の加減があります。 


